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審査対象
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３号炉設置変更許可審査における適合性に係る説明の流れ



16

試掘坑（C-S坑）におけるシーム

・敷地には粘土分を含み，平板状あるいは平面状の形態を持ち，この面に沿って変位している可能性があり，地層と平行な断層である
シームが認められる。

ボーリングコアにおけるシーム

３号機の重要設備の下に、活断層等はないか

シームの特徴
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敷地及び敷地周辺の応力場並びにシームの条線方向と最新活動センスの調査結果は以下のとおりである。

・文献調査の結果，山陰地域における南北圧縮応力場での褶曲運動の完了時期は，新第三紀中新世末期であると
されている。

・文献調査及び初期地圧測定の結果，島根原子力発電所における現在の応力場は，概ね東西圧縮である。

・３号炉試掘坑における条線観察の結果，背斜軸北側におけるシームの条線方向は概ね南北方向である。

・３号炉試掘坑及びボーリングＢＳ－２孔におけるB23シームを対象とした薄片観察の結果，ボーリングＢＳ－２孔では，
シームの複合面構造からシーム上部が逆断層センス，下部が正断層センスであることが確認されたため，Ｂ23シー
ムには複数回の動きが記録されているが，B23シームの最新活動センスは逆断層センスである。

以上の調査結果から，敷地に分布するシームは，いずれも同様の成因（新第三紀中新世の南北圧縮応力場におけ
る褶曲運動に伴う層面すべり）により形成され，後期更新世以降に活動していないと評価した。

３号機の重要設備の下に、活断層等はないか

シームの成因
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地層と斜交し破砕を伴う断層の特徴

・Price and Cosgrove（1990）は，野外調査及び文献調査を踏まえ，褶曲と断層との典型的な相互関係を整理しており，これによると，上図（a）～（c）の
とおり，褶曲運動により背斜軸に斜交する横ずれ断層，背斜軸に平行な正・逆断層，及び背斜軸に直交する正断層が形成されるとされている。

・また，褶曲構造における応力方向と断層との関係は，Navier-Coulomb破壊規準が用いられ，主応力軸方向が断層走向及び変位センスに影響する
とされている。

以上のことから，南北圧縮応力場において，敷地南部に東西方向の背斜軸を持ち，北翼では緩やかな北傾斜の単斜構造を示す典型的な褶曲構造
が形成された当該発電所敷地内においても，同様の断層が形成されたと考えられる。

T1，T3：背斜軸に平行な断層
T2，T4：背斜軸に直交する断層
R1～R4：背斜軸に斜交する断層

（a）：褶曲構造において形成される
断層のトレンド

（c）：褶曲ユニットにおける正断層と逆断層の典型的な方向性

σ1：最大主応力
σ3：最小主応力

背斜軸に直交
する正断層

断層面

主応力軸方向を南北方向とすると，
NE-SW系の断層は左横ずれ，
NW-SE系は右横ずれセンスとなる。

地層のせん断破壊の典型的な方向のイメージ図
Price and Cosgrove（1990）（3）に青字で加筆

（b）：単一薄層中の斜交断層の典型的な方向性

背斜軸に斜交する
横ずれ断層

背斜軸に斜交する横ずれ断層

背斜軸に平
行な正断層

背斜軸に平
行な逆断層

背斜軸に平
行な逆断層

（d）：Navier-Coulomb破壊規準に基づ
く，共役断層と主応力軸との関係

・施設を設置する地盤には，地層と斜交し破砕※を伴う断層（断層Ａ）が認められる。

・当該発電所敷地において形成される地層と斜交し破砕を伴う断層の成因について，文献との対比により以下のとおり考察した。

※断層運動に伴い角礫化・粘土化した部分
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敷地の地質平面図

敷地の地質平面図

耐震重要施設及び常設重大事故等
対処施設
：３号炉用施設

地表地質踏査，ボーリング調査及び試掘坑調査を踏まえ，以下のとおり敷地の地質・地質構造を把握するとともに地質図を作成した。

・敷地の地質は，新第三紀中新世の堆積岩類から成る成相寺層と貫入岩類及びそれらを覆う第四紀の崖錐堆積物等から構成される。

・敷地の南部には，ほぼ東西方向の軸を持つ背斜構造が認められる。

・地層の食い違いがなく，連続して分布する。
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下
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地質鉛直断面図（３号炉原子炉建物等設置位置付近 南北断面）

３号炉
原子炉
建物

タービン
建物

←N S→

軽油タンク格納槽（投影)

屋外配管ダクト（投影)
（軽油タンク格納槽～原子炉建物）

取水槽

取水路・取水口

・ ３号炉原子炉建物等設置位置付近には，成相寺層（下部頁岩部層，火砕岩部層）及び貫入岩類が分
布する。

・下部頁岩部層は，頁岩（黒色頁岩及び凝灰質頁岩）を主体とし，凝灰岩及び凝灰角礫岩から構成される。

・火砕岩部層は，主として凝灰岩及び凝灰角礫岩から構成される。

・成相寺層の構造は，ほぼ東西方向の走向を示し，北へ向かって約10°～20°緩く傾斜している。

・鍵層となる凝灰岩等が連続して分布し，地層の食い違いが認められない。

断面位置図

屋外配管ダクト（投影)
（取水槽～タービン建物）

第１ベントフィルタ
格納槽(投影)

復水貯蔵タンク
基礎・遮蔽壁(投影)

屋外配管ダクト(投影)
（原子炉建物～
復水貯蔵タンク）

３号炉用施設

３号炉用施設（投影）

0 200m ：３号炉用施設

KEY－PLAN

造成線

３号機の重要設備の下に、活断層等はないか

地質断面図（３号炉原子炉建物等設置位置付近 南北断面）
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シーム分布鉛直断面図（３号炉原子炉建物等設置位置付近 南北断面）

←N S→

３号炉
原子炉
建物

タービン
建物

軽油タンク格納槽（投影)

屋外配管ダクト（投影)
（軽油タンク格納槽～原子炉建物）

取水槽

取水路・取水口

屋外配管ダクト（投影)
（取水槽～タービン建物） 屋外配管ダクト(投影)

（原子炉建物～
復水貯蔵タンク）

３号炉用施設

３号炉用施設（投影）

試掘坑・試験坑及び
補足試掘坑位置
（破線は投影）

・３号炉原子炉建物等設置位置付近に分布するシームは，地層の走向・傾斜と同一で緩やかな北傾斜を示す。

・３号炉原子炉建物が設置される地盤には７条（B21，B23～B28）の連続するシームが分布する。

・タービン建物の当該断面位置にはシームは分布しないが，施設の設置標高及び地層の走向・傾斜を踏まえると，当該施設が設置される
地盤には１条（B28)の連続するシームが分布する。

・取水路・取水口の当該断面位置にはシームは分布しないが，施設の設置標高及び地層の走向・傾斜を踏まえると，当該施設が設置され
る地盤には２条（B27，B28)の連続するシームが分布する。

・軽油タンク格納槽が設置される地盤には３条（B23～B25)の連続するシームが分布する。

・屋外配管ダクト(軽油タンク格納槽～原子炉建物)の当該断面投影位置には１条（B25）のシームが分布しているが，施設の設置標高及び
地層の走向・傾斜を踏まえると，当該施設が設置される地盤には，連続するシームが分布しない。

・復水貯蔵タンク基礎・遮蔽壁及び屋外配管ダクト(原子炉建物～復水貯蔵タンク)が設置される地盤には１条（B28）の連続するシームが分
布する。

・取水槽，屋外配管ダクト(取水槽～タービン建物)，第１ベントフィルタ格納槽が設置される地盤には， 連続するシームは分布しない。

第1ベントフィルタ
格納槽(投影)

復水貯蔵タンク
基礎・遮蔽壁(投影)

断面位置図

0 200m ：３号炉用施設

KEY－PLAN

※施設が設置される地盤に分布するシームについては，後述の一覧表で整理（Ｐ55）。

３号機の重要設備の下に、活断層等はないか

シーム断面図（３号炉原子炉建物等設置位置付近 南北断面）
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施設が設置される地盤に分布するシームの一覧表
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施設が設置される地盤に分布する地層と斜交する断層の一覧表
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屋外配管ダクト（軽油タンク格納槽〜原子炉建物）及び軽油タンク格納槽底面スケッチ図


